
船舶事故調査報告書 

平成３０年４月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 ウェイクボーダー等負傷 

発生日時 平成２９年８月２日 １３時２０分ごろ 

発生場所 福井県敦賀市水島南方沖 

 立石岬灯台から真方位１５０°２.１海里付近 

 （概位 北緯３５°４３.９′ 東経１３６°０２.４′） 

事故の概要  水上オートバイ F M
エフエム

は、遊走中、漂泊していたプレジャーボートア

クアマリンの船尾方の海面にいたウェイクボーダー等に接触し、ウェ

イクボーダー等２人が負傷した。 

事故調査の経過 平成２９年１０月１６日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート アクアマリン、５トン未満 

   ２５３－１４６２３福井、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ FM、０.２トン 

２４０－６５５５１愛知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型 

  ウェイクボーダー 

  ウェイクボーダー補助者 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型 

 負傷者 Ａ 重傷 １人（ウェイクボーダー補助者）、軽傷 １人（ウェイク

ボーダー） 

Ｂ なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人等５人を乗せ、ウェイクボ

ーダーをけん引する目的で漂泊していた。 

 船長Ａは、船首方約２００ｍのところにＢ船を視認した後、Ａ船の

船尾方約１０ｍの海面で立ち上がろうとしていたウェイクボーダーと

その身体を支えていたウェイクボーダー補助者の様子を見ていた。 

 船長Ａは、エンジン音が聞こえたので振り返り、Ｂ船がＡ船の右舷

方を通過したのを認めた直後、衝撃音を聞いた。 

ウェイクボーダー及びウェイクボーダー補助者は、救急車で病院に

搬送され、右腕打撲及び頸
けい

椎骨折等とそれぞれ診断された。 

船長Ａは、Ｂ船を視認した際、Ｂ船が水島方面に向かっているよう

に見えたので、Ａ船やウェイクボーダー等に接近することはないもの

と思っていた。 



 ウェイクボーダーは、ウェイクボードを行うのが初めてであった。 

 ウェイクボーダー及びウェイクボーダー補助者は、救命胴衣を着用

していた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、他の水上オートバイ２隻と共に

水島に向けて約３０km/h の対地速力で遊走していた。 

 船長Ｂは、水島南方沖にＡ船を認め、Ａ船の乗船者に手を振ろうと

思い、Ａ船付近を遊走することとした。 

 船長Ｂは、Ａ船の右舷方を通過した直後に衝撃音が聞こえたので振

り返ったところ、海面に人が浮いているのを認めた。 

 船長Ｂは、水島南方沖で遊走した経験が多数あるものの、これまで

プレジャーボートがウェイクボーダーをけん引しているのを見掛けた

ことがなかった。 

分析  Ｂ船は、遊走中、船長Ｂが、船首方の見張りを適切に行っていなか

ったことから、漂泊していたＡ船の船尾方の海面にいたウェイクボー

ダー等に気付かず、ウェイクボーダー等に接触してウェイクボーダー

等が負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ｂ船が遊走中、船長Ｂが、船首方の見張りを適切に行っ

ていなかったため、漂泊していたＡ船の船尾方の海面にいたウェイク

ボーダー等に気付かず、Ｂ船がウェイクボーダー等に接触したことに

より発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行い、特に、漂泊船付近を航行する際は、海

面の見張りを厳重に行い、ウェイクボーダー等を見落とさないよ

うにすること。 

 


